
気になる料金は…そして問い合わせ先は？

通常・
日中の
預かり

月～土 7：30 ～ 20：00 1 時間 900 円（利用者負担金 300 円）
1時間を超えると 30 分ごとに 450 円（利用者負担金 150 円）料金の 2/3 を市が負担

します
※上限あり
1日 4時間まで

年末年始
日・祝日 7：30 ～ 20：00 1 時間 1,050 円（利用者負担金 350 円）

1時間を超えると 30 分ごとに 525 円（利用者負担金 175 円）

病後児の預かり 7：30 ～ 20：00 1 時間 1,500 円（利用者負担金 500 円）
1時間を超えると 30 分ごとに 750 円（利用者負担金 250 円）

宿泊を伴う預かり 20：00 ～翌 7：30 1 泊 12,000 円（利用者負担金 4,000 円）

料金の 2/3 を市が負担
します
※上限あり
1か月 2日まで

　利用に関する料金表は以下のとおりです。また、預か
り中の食事やおやつは依頼会員が原則用意することに
なっていますが、用意できない場合は、社協が取り決め
た料金を提供会員に渡せば、用意していただける仕組み
にもなっています。その他にも、事故が起きた場合の補
償保険制度など、利用者にとって安全安心の仕組みを用
意しています。詳しくは、安芸高田市社会福祉協議会へ
お問い合わせください。

（問い合わせ先及び登録場所）
　安芸高田市社会福祉協議会  
吉田支所　 ☎ 47-1311
八千代支所 ☎ 52-2941
美土里支所 ☎ 59-2941
高宮支所　 ☎ 57-2941
甲田支所　 ☎ 45-2941
向原支所　 ☎ 46-2941

～ 2015 ファミサポ夏の交流会～
ファミサポ会員は年に一度、会員による交流会を行います。こうした交流があると互いに信頼関係もうまれて、子ども
を預ける時の心の負担も軽くなります。「ちょっと億

おっくう

劫だなぁ…」なんて思わずに子どもたちの笑顔に触れてみませんか？

フ
ァ
ミ
サ
ポ
事
業
は

『
支
援
す
る
人
』
が
い
て

は
じ
め
て
成
立
す
る
事
業

  

　
　―
取
材
を
終
え
て
―

　男
性
の
子
育
て
参
加
が
進
ん

で
き
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
だ

ま
だ
子
育
て
は
多
く
の
女
性
が

担
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
あ
る
よ
う
に
、
子
育
て
を
し
て

い
る
マ
マ
は
、
自
分
の
都
合
で
、

わ
が
子
を
人
に
預
け
る
こ
と
に

抵
抗
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
「
私
が
頑
張
ら
な
い
と
！
」
と
、

仕
事
や
家
事
や
子
育
て
に
、
多

く
の
時
間
を
割
い
て
い
る
の
で

す
。　本

当
に
頑
張
っ
て
い
る
人
は
、

な
か
な
か
自
分
か
ら
「
頑
張
っ

て
い
る
」
と
は
言
え
な
い
も
の
。

そ
れ
に
、
頑
張
っ
て
い
る
こ
と

に
慣
れ
す
ぎ
る
と
、
徐
々
に
自

分
で
は
気
づ
か
な
く
な
っ
て
く

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　そ
ん
な
時
、「
少
し
力
を
抜
い

て
…
」
と
手
を
さ
し
出
し
て
く

れ
る
存
在
が
、
子
育
て
を
〝
支

援
す
る
人
〟
な
の
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

　で
す
か
ら
、
フ
ァ
ミ
サ
ポ
事

業
で
は
、
そ
っ
と
手
を
さ
し
出

す
よ
う
に
、
子
育
て
を
支
援
し

て
く
れ
る
提
供
会
員
さ
ん
の
存

在
が
と
て
も
大
切
な
の
で
す
。

　こ
の
特
集
を
読
ま
れ
て
「
私

に
も
何
か
で
き
る
か
も
？
」
と

思
わ
れ
た
方
は
、
そ
の
気
持
ち

を
少
し
だ
け
、
子
育
て
を
頑
張
っ

て
い
る
方
の
た
め
に
使
っ
て
い

た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
？

提供会員さんも
依頼会員さんも

募集中です♡
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●
申
告
の
必
要
な
人

　
○
農
業
、
商
工
業
、
不
動
産
な
ど
の
収

入
の
あ
っ
た
人

　
○
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら
安

芸
高
田
市
へ
未
提
出
の
人

　
○
給
与
以
外
の
収
入
（
農
業
、
年
金
な

ど
）
の
あ
っ
た
人

　
○
年
金
以
外
の
収
入
（
農
業
、
不
動
産

な
ど
）
の
あ
っ
た
人

　
○
医
療
費
控
除
な
ど
年
末
調
整
で
控
除

さ
れ
て
い
な
い
控
除
を
受
け
る
人

　
○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

人

●
申
告
に
必
要
な
主
な
書
類
な
ど

　
○
印
鑑

　
○
給
与
の
源
泉
徴
収
票

　
○
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

　
○
農
業
収
支
内
訳
書
お
よ
び
収
入
、
支

出
の
金
額
等
が
わ
か
る
も
の
（
領
収

書
・
預
金
通
帳
な
ど
）

　
○
生
命
保
険
等
の
満
期
の
場
合
は
、
保

険
会
社
が
発
行
し
た
証
明
書

　
○
公
共
事
業
で
土
地
等
を
売
却
し
た
場

合
、
買
取
り
等
の
証
明
書
等

　
○
生
命
、
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書

　
○
社
会
保
険
料
な
ど
の
支
払
証
明
書
ま

た
は
領
収
書

　
○
医
療
費
控
除
の
た
め
の
領
収
書

　
○
障
害
者
手
帳
（
証
明
書
）

　
○
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
に

は
、
申
告
さ
れ
る
人
の
預
金
通
帳
な

ど
口
座
情
報
の
分
か
る
も
の

●
書
類
の
事
前
集
計
を
お
願
い
し
ま
す

　
○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、

平
成
27
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の

金
額
の
集
計

　
○
営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得
が
あ
る

方
は
、﹁
収
支
内
訳
書
﹂
の
作
成

　
○
総
合
課
税
の
配
当
所
得
の
あ
る
方
で

支
払
通
知
書
が
多
い
場
合
は
、
税
引

前
の
支
払
金
額
、
所
得
税
、
住
民
税

の
集
計

　
※
混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
事
前
作
成
さ

れ
た
方
の
対
応
を
優
先
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

●
次
の
よ
う
な
特
殊
な
所
得
税
申
告
書
の

作
成
は
、
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
○
青
色
申
告
書

　
○
住
宅
の
新
築
等
に
よ
る
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
の
適
用
1
年
目
の
申
告

書

　
○
平
成
26
年
分
以
前
の
申
告
書

　
○
譲
渡
所
得
な
ど
の
分
離
課
税
の
申
告

書
（
給
与
や
年
金
、
農
業
な
ど
の
総

合
課
税
の
所
得
と
分
離
し
て
税
額
を

計
算
す
る
も
の
）

 

（
例
）
①
土
地
・
建
物
の
売
却
所
得
が
あ

る
も
の
（
公
共
事
業
に
よ
る
収
用

を
除
く
）
②
株
式
等
の
譲
渡
損
失

が
あ
り
前
年
分
以
前
の
損
失
を
翌

年
以
降
に
繰
り
越
す
も
の
③
山
林

所
得
が
あ
る
も
の

※
税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ

る
人
は
、
安
芸
高
田
市
へ
の
申
告
は
不

要
で
す
。 

※
確
定
申
告
書
の
控
え
に
税
務
署
の
収
受

日
付
印
が
必
要
な
場
合
は
、
宛
名
を
記

入
し
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
の
封
筒
を

準
備
し
て
く
だ
さ
い
。 

●
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
方 

　
収
入
が
無
い
と
き
で
も
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
申
告
が
な
い
と
税
の
軽
減
措

置
が
行
わ
れ
な
い
な
ど
、
不
利
益
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
今
回
の
申
告
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）
の
記
載
は
不
要
で
す

　
平
成
27
年
分
の
所
得
に
係
る
申
告
に

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ
る
個
人

番
号
の
記
載
は
不
要
で
す
（
平
成
28
年

分
の
所
得
に
係
る
申
告
か
ら
個
人
番
号

の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
）。

●
吉
田
税
務
署
か
ら
の
確
定
申
告
の
お
知

ら
せ
は
、
暮
ら
し
の
情
報
₂₉
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
住
民
税
（
市
県
民
税
）
の
申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す
。
平
成
₂₈
年
１
月
１
日
現
在
、
安
芸

高
田
市
に
お
住
い
の
方
で
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
最
寄
り
の
相
談
会
場
で
平
成
₂₇
年
中
の

収
入
な
ど
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
少
し
で
も
待
ち
時
間
を
短
く
す
る
た
め
、
申
告

が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
へ
「
市
民
税
・
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
申
告
書
」
と
「
申
告
の

手
引
き
」
を
送
付
い
た
し
ま
す
。
郵
送
で
の
申
告
も
で
き
ま
す
の
で
、「
申
告
の
手
引
き
」
を

参
考
に
さ
れ
、
な
る
べ
く
自
書
に
よ
る
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
昨
年
か
ら
相
談
会
場
を
安
芸
高
田
市
本
庁
及
び
各
支
所
に
統
合
し
て
い
ま
す
。
申

告
日
程
表
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、で
き
る
限
り
割
り
当
て
ら
れ
た
日
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
2₇
年
分

申
告
相
談
税務課　 42︲₅₆₁4
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